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第４回京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会議事録 

平成２０年７月２３日（水）１３：３０～１５：３５ 

 

 

 

【事務局】 それでは，予定の時刻を少し過ぎましたので，ただいまから第４回京都市同

和行政終結後の行政の在り方総点検委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方には，毎回，大変お忙しい中，また殊のほか暑い中，ご出席賜り

まして誠にありがとうございます。大変暑い時期でございますので，この委員会

におきましてもクールビズに取り組んでおりまして，ご出席の皆様におかれまし

ても上着を脱いでいただくなど，適宜軽装でよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは，本日は７月８日に開催されました第２回自立促進援助金制度の見直

しに係る法的課題整理等研究会における検討結果を踏まえ，自立促進援助金制度

の見直しについてのご議論をお願いいたしております。議事進行につきましては，

新川委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

【新川】 それでは，早速，第４回になりますが，総点検委員会を進めさせていただきた

いと思います。お手元に配付をさせていただいております次第に基づきまして，

お話を進めさせていただきたいと思います。 

 まず，具体的な審議に入らせていただく前に，前回，第３回の総点検委員会の

議論，これにつきましては既にお手元に議事録を届けさせていただき，またご覧

いただいているかと思いますけれども，この議論につきまして簡単におさらいを

しておきたいというふうに思います。 

 前回の総点検委員会では，自立促進援助金制度の経緯等につきまして事務局か

ら説明をいただきました。そして，研究会のほうにあらかじめご提示をいただい

ておりました３つの検討課題，それを具体的に検討をいただき，一定議論の方向

を出していただいたかというふうに思っております。 

 ３つの検討課題がございましたけれども，少し思い出しながら聞いていただけ

ればと思いますが，１つ目は京都市と同和奨学金貸与者との間の債権債務関係が

あるかどうか，法律上の権利義務があるかどうかということ。当然，あるという

ことになったときには返還請求権があるということになり，この問題について，
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研究会で検討した結果を踏まえてご判断をいただき，基本的にはあるということ

で総点検委員会としても確認をさせていただきました。 

 奨学金制度と自立促進援助金制度，この奨学金を貸与するという制度，それか

らもう一方では補助金としての自立促進援助金を出すということ，これを一体の

運用として実質給付というふうに説明してきたという経緯はございますけれども，

法的には奨学金の貸与の制度と，それから補助金支給，この場合には援助金制度

でございますけれども，これはやはり基本，別物であろうというのが原則でござ

いました。 

 そして，貸付制度と補助制度，援助金制度がそれぞれ別制度である以上は，奨

学金については貸付制度である以上，貸した側となる市に原則として返していた

だくことが基本になるということだろうというふうに思っております。 

 ただし，一連の裁判の中でも問題になりましたのは，実はこの援助金を支給す

るという市の決定が違法な決定だったという，そこのところが判断をされている

ということであります。したがいまして，個々に，援助金が支給をされたお一人

お一人が裁判所の判断の対象になっているかというと，一人一人のケースについ

てこれが判断されたわけではない。その関係，つまりは貸し借り関係があって，

返還請求権がそこで個々に成立したかどうかということについて判断がされたわ

けではないということは強調をしておきたい。 

 したがいまして，これまで貸付と返還に際しての援助金制度を一体で運用して，

実質給付ですというふうに説明を市としても一貫してやってこられ，そしてまた，

それを信じて奨学金を受けて学んでこられた方々，この関係については，そこで

一定，でき上がっている信頼関係というものについて，当然配慮をしなければな

らないということについては，これもご意見をいただいていたところであります。

こうした従来の市の説明を信じて貸与を受け，そして援助金の支給を受けた方々

の信頼を保護する必要性というのは，当委員会でも認めていただいたところであ

りました。 

 大きな２つ目の検討課題は，返還請求権というのが法的にはあるという判断を

いたしました以上は，この返還請求を行うべき対象者の範囲をどう考えるかとい

うことであります。これにつきまして，所得判定を実施すべきであったというの

が一連の裁判での判断でもございました。したがって，所得判定の対象者の範囲
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につきまして，その後の新しい制度，平成１６年度以降の市の制度では所得判定

制度が入っているのですけれども，この所得判定の対象者の範囲というのを拡大

する方向で検討することについて，いかがかということについてご議論をいただ

きました。 

 これにつきましても，やはり従来の制度が高裁の確定判決によりまして違法と

されていたということも踏まえて，返還請求に係る所得判定についてもその範囲

を広げて考えざるを得ない，拡大する方向で検討すべきである。ただ，具体的に

何をどこまでということについては結論を得ておりませんけれども，所得判定を

する対象者の範囲につきまして，これを拡大しようという方向でご議論をいただ

いたかと思います。 

 ３つ目の検討課題，所得判定基準を平成１６年に導入されました現行基準より

も厳しい基準に改めるかどうかということにつきましてであります。これもその

経緯の中で，例えば監査委員意見として，この基準の見直しということが意見と

しては出ているといったような経緯もございました。これにつきましては，残念

ながら前回のご議論の中では必ずしも明確な結論は得られませんで，むしろ実態

を踏まえて議論をしていくべきであるというところで，前回のご意見をいただい

たところであります。 

 これに加えまして，前回は自立促進援助金の支給額とか対象者の状況等につき

まして，やはりデータを踏まえて議論すべきであるということ。それから，もう

１点は，そろそろ事務局としてもどういう方針でこの問題に対処しようとしてい

るのかということについて明らかにせよというご意見もいただいていたところで

あります。 

 これらのご意見を受けまして，さらに論点を見つめていくということのために，

第２回目の研究会を開催させていただきました。第２回の自立促進援助金制度の

見直しに係る法的課題整理等研究会における検討内容及び検討結果につきまして

は，お手元，今日の資料２という形で，まずはまとめさせていただいてございま

す。 

 これについては，また後ほど詳しく説明をさせていただきたいと思いますけれ

ども，こうした第２回研究会では，改めてデータ等に基づいて自立促進援助金制

度の意義，問題点，そして今後の援助金制度の在り方についての検討をさせてい
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ただきました。具体的なデータについても一定可能な範囲でご提供いただき，検

討をしてきたところでございます。少しこのあたりの事情を総点検委員会の委員

の皆様方にもまずはご承知をいただき，その後，前回の第２回の研究会での検討

のご意見についてご報告を申し上げたいというふうに思います。 

 そこで，まずは，大変恐縮でございますけれども，事務局のほうから前回研究

会にご提示をいただきましたデータ類，そして事務局としての見直しの案のよう

なものもいただいておりました。このあたりにつきまして，まずはご説明をいた

だき，そしてその後，第２回研究会の結果について報告をさせていただきたいと

いうふうに思っております。恐縮ですが，事務局のほうからまずはご説明方，よ

ろしくお願いいたします。 

【事務局】 それでは，座ったままで失礼させていただきます。 

 前回の第３回の総点検委員会でのご意見を踏まえまして，１つは自立促進援助

金制度にかかわるデータ類を資料として取りまとめてございます。まずは，そち

らのほうからご説明を申し上げます。 

 お手元の資料１と題してありますＡ４横長の綴じてある資料，こちらをご覧い

ただけますでしょうか。まず，教育の状況に関するデータでございます。１ペー

ジ目をご覧いただきたいと思います。 

 中学校の卒業生の進路決定の状況，いわゆる高校進学率のデータでございます。

表は大きく上のほうと下のほうと分かれてございますけれども，上のほう，平成

１４年３月までの分というのは旧同和地区生徒のみを対象としたデータを拾って

ございますので，そのデータと全市データの比較をしたデータでございます。こ

の数値については，これまでの委員会でもお示しさせていただいている数値でご

ざいます。 

 特別施策終結後は，旧同和地区生徒のみを拾ったデータを持ち合わせておりま

せんので，今回，類似するデータとして，いわゆる地区外生徒を含む旧同和関係

校の卒業生を全市データと比較したデータでございます。これは，同和地区生徒

と旧同和関係校生徒の数では母数が実はかなり違ってございまして，そのことを

十分考慮に入れる必要があるということでございますけれども，このデータだけ

を見れば，全市と旧同和関係校との高校進学率の相違というのはあまり見られな

いとも言えるのではないかと。若干，全日制の私立の比率が，わずかですけれど
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も，１５年，１６年と，ずっと旧同和関係校のほうが高いということもございま

す。そういった状況でございます。 

 それから，次の２ページでございますけれども，同和奨学金と自立促進援助金

制度の概要に関するデータでございます。同和奨学金の貸与者，すなわちこれま

での制度でございますと，自立促進援助金の支給対象者の人数でございます。既

に奨学金の返還が終了している方は含まれておりません。高校，大学，国の奨学

金，市の就学奨励金，それぞれの貸与者の内訳が概数で示してございます。人に

よって高校のみ借りられている方，高校・大学を借りられている方，いろいろご

ざいますのでカウントはダブっておりますけれども，全体の実人員としては概算

で約３,６００人でございます。 

 次の３ページでございます。 

 こちらは年度ごとの同和奨学金の貸与者数の推移でございます。下のほうに注

書きが少しございますけれども，これは５８年度から奨学金を貸与制に切りかえ

たとこれまでからもご説明してございますけれども，実は詳しく言いますと段階

的に切りかわっている部分がございますので，さらに間に休学をされているとか，

少ないケースでございますけれどもそういうのもございますので，一部，この表

の左端のほうは以前の給付制の貸与者数も含んでおります。 

 いずれにいたしましても，昭和６３年以降は，いわゆる貸与の奨学金の利用者

数でございます。おおむね平成元年ごろから毎年７００名程度の利用があったと

いう状況でございます。平成１６年度以降は，返還時に所得判定を導入するとい

うふうに制度を変更してございます。その結果，平成１６年度以降は利用者数が

減っているという状況にございます。 

 次，４ページでございます。 

 こちらは自立促進援助金の年度別支給額の推移でございます。真ん中あたりの

平成１８年度までは，これまでの支給した実績値でございます。平成１９年度以

降，点線で囲ってある部分でございますけれども，平成１９年度は自立促進援助

金の執行をいたしませんでしたので，１９年度以降はまだ支給されていないもの

でございます。今後，すべての対象者に自立促進援助金を支給したと仮定した最

大値を示しますと，最大で約４０億７,０００万円の支給が必要であるという見込

みでございます。 
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 次に，５ページでございます。 

 同和奨学金の貸与額と，その返還計画のモデルケースでございます。個人で見

た場合に，どれぐらいのお金を借りて，返還がどのような状況になっているかと

いうことをモデル的なケースで示したものでございます。 

 例えば，大きく４段ございますが，一番上の国公立の高校３年のみ奨学金を受

けた方ですと，モデル的なケースでは３年間で４３万２,０００円。仮に１４年度

から返還が始まっている場合ですと，１８年度までは自立促進援助金の支給を受

けて，既に返済は終了しております。今後，毎年２万１,６００円ずつ１５年間，

まだ債務が残っているという状況でございます。 

 これが仮に下から２段目の国公立の高校と国公立の大学，７年間，通算で奨学

金を受けた場合ですと，今後，平成１９年以降，毎年１２万４,８００円ずつ１５

年間の債務が残っていると。さらにその下の私立の高校・大学の場合ですと，こ

れが年間３１万６,８００円が１５年分，債務が残っている状況になるというデー

タでございます。 

 次に，同和奨学金の返還と自立促進援助金支給の関係でございます。６ページ

の表をご覧ください。 

 この表は，横軸が奨学金の返還の年度，すなわち自立促進援助金の支給の年度

を表したものでございます。縦軸は，奨学金貸与年が７以前とか８以前とか，何々

以前という表記をしてございますけれども，言いかえますと，一定時期以前に借

りた奨学金が何年度から返還が始まっているかによって，上から順番に並べたも

のでございます。それぞれ返還が始まった年度から横棒で２０年間，返還が分割

でされていくという関係を示したものでございます。 

 この横軸で見たときの平成９年度から平成１４年度までの援助金の支給が，い

わゆる１・２次訴訟となりました。その中で，表の中の，厳密には変形の四角形

でございますけれども，三角形で囲まれた部分，すなわち横軸で見たときの１３

年度及び１４年度で支給した援助金のうち，縦軸で見たときの１３年度以降に新

規に自立促進援助金を支給した，その分の一部が判決においては違法とされたと

ころでございます。 

 その上側の部分，平成１２年度以前から自立促進援助金の支給を既に受けてい

る方への支給については違法とは言い難いと，判決においてはそのようにされた
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ということでございます。横軸で１５，１６年度の支給分については，現在，地

裁判決が出ておりまして，地裁判決で裁量の逸脱があるとされた範囲というふう

に注記してございます変形の五角形の部分，平成１４年度以降に新規に自立促進

援助金を支給した分について，一律支給したことが違法とされております。その

さらに右側，１７，１８年度の支給分についても，現在，地裁で係争中でござい

ます。 

 この表の真ん中に太い線を引いてございますが，その右側は１９年度予算を執

行しなかった分を含めまして未支給分，言いかえれば奨学金の返還が今後必要に

なってくる分でございます。その額は，先ほど申し上げましたとおり，全体で約

４０億７,０００万円。そのうち，仮に高裁確定判決で一律支給が違法であるとさ

れている平成１３年度以降に新規に援助金を支給している方の今後の返還が必要

な分というのが約２８億円でございます。仮に３次地裁判決の考え方で，１４年

度以降新規支給分で見ますと，これが約２５億円。５次監査の考え方でございま

す１４年度以降に貸し付けた分という見方をしますと，約１２億３,０００万とい

うふうに試算をしてございます。 

 次に，奨学金貸与者の世帯の収入の状況についてでございます。７ページをご

覧いただきたいと思います。 

 ７ページは，同和奨学金を貸し付ける際に実施をしておりました所得判定に基

づく世帯収入の推移を示してございます。なお，世帯人数は各世帯によってまち

まちでございますが，この表ではそのことは反映されておりません。この表で見

たときに，平成１６年の世帯収入というのは，平成１８年の入学予定者の方につ

いて所得を判定したものでございますけれども，この時点では返還基準を設けた，

それ以降でございますので，利用者が減っている中での状況でございます。結果

として，平成１６年の部分で見ますと，左側のほうに比べますと９００万円以上

という世帯が減って，その結果，７００万円未満の世帯が相対的に増えていると

いうような状況にございます。 

 ８ページをご覧ください。 

 平成１６年３月に改正をいたしました改正要綱に基づいて，返還時には所得判

定を導入しますよと説明をした上でお貸しした方々の返還が既に１７年から順次

始まっておりますけれども，この方々の所得判定に基づくデータでございます。
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平成１６年，１７年，１８年とございますけれども，実際には返還の年度で見ま

すと１７年度返還分からですので，先ほど申し上げました要綱改正を１６年度か

ら適用しておりますので，１６年分の所得については新制度で返還が１年目の方

ばかり，１７年のデータの部分は返還１年目と２年目の方が含まれている，１８

年のデータには返還３年目までの方ということでございます。その部分に若干注

意してデータを見ていただく必要があろうかと思っております。 

 次に，９ページをご覧いただきたいと思います。 

 同和奨学金の返還免除基準に関連するデータでございます。モデル的な世帯ご

とに，現行の自立促進援助金の支給基準となっております収入限度額，それを国

奨学金の返還免除基準，生保の約１.５倍と言われております，この基準に当ては

めた場合に限度額がどのように変わるかというものを示しております。 

 例えば，下から２段目の欄で見ますと，本人と配偶者と小さな子供さん２人が

おられるケースで，高校奨学金で見ますと，現行の自立促進援助金の支給基準で

は，その限度額が７２７万円でございます。これを国奨学金の生保の１.５倍とい

う基準に当てはめると，限度額が４９４万というふうに下がるということになっ

ていることでございます。 

 また，現行の自立促進援助金の支給基準は，世帯の中で最も所得の多い方の収

入を見て判断をしております。これに対しまして，国奨学金のほうでは世帯全員

の収入で判定されると，そういった相違もございます。 

 最後に，１０ページでございますけれども，現行の改正後の要綱で自立促進援

助金を支給してきた方々について，返還時に所得判定を実施してございますが，

これらの方について国基準を仮に当てはめてみると，返還対象者がどのように変

化するかというのを試算したものでございます。 

 上のほうの表は，実際に現行の改正要綱で自立促進援助金の支給に関して所得

判定を行った結果を示したものでございます。そもそも所得判定を辞退されて，

奨学金を直接返還されたという方を含めまして，これまでの実績では全体の１

５％程度の方が自立促進援助金の支給対象外となって，直接奨学金を返還してい

ただいているという状況にございます。これを国基準に仮に当てはめますと，下

の表の一番右側でございますが，５割弱ということになろうかと思います。これ

が試算したデータでございます。 
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 データに関しましては，以上でございます。 

 続きまして，前回の研究会において，自立促進援助金制度の見直しに関して，

事務局として試案を提出させていただきましたので，そちらのほうをご説明させ

ていただきます。お手元の資料の後ろのほうに参考資料と記しておりますＡ４の

裏表１枚物の資料がございます。「自立促進援助金制度の見直し素案（事務局試

案）」と書いているものでございます。 

 この試案では，現在，事務局として考えられる組み合わせのような形で試案を

お示しをさせていただきました。真ん中あたり１番の，返還請求に係る所得判定

を実施すべき対象者の範囲として，どのようなパターンが考えられるか。Ａ案，

Ｂ・Ｂ’案，Ｃ案と，大きく３つないし４つの案が考えられると思っております。 

 Ａ案は，すべての奨学金貸与者について所得判定を実施するという案でござい

ます。Ｂ案・Ｂ’案というのは，これまでの訴訟の判決の考え方に基づいて線を

引くというものでございます。Ｂ案・Ｂ’案の違いは，確定判決である１・２次

訴訟の高裁判決の考え方に従った場合と，３次の地裁判決に従った場合の違いで

ございます。Ｃ案は，住民監査請求に係る監査結果に基づきまして，１４年度以

降に貸与した方について所得判定を実施してはどうかという案でございます。 

 まず，Ａ案，すべての貸与者について所得判定を実施するということにつきま

しては，これまでからもご説明しておりますとおり，高裁判決の中でも，一定長

期間にわたる行政の行為によって行政の裁量の幅が収縮するという場合もあり得

るという判断をされている，こういったことも踏まえまして，訴訟において違法

ではないとされているところまで踏み込むことが非常に困難ではないかというふ

うに考えているところでございます。 

 Ｂ案・Ｂ’案は，先ほど申しました判決に従った考え方でございます。この案

でいった場合は，同じ年度に奨学金の貸与を受けた方でも，返還がいつ始まるか

によって取り扱いに不平等が生じるという問題点がございます。研究会において

は，その点についてはやむを得ないという意見も頂戴しているところでございま

す。 

 Ｃ案，住民監査請求の案によった場合ですと，違法とされた判決がありますの

で，この判決に抵触することとなりますので，判決に抵触する部分については何

らかの措置をとらなければならないという問題点がございます。 
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 それから，所得判定基準の在り方については，なかなか参考になる数値が示さ

れていないというご意見がございましたけれども，現状においてもこの２つの案

が一番適当といいますか，その他の数字を見出せない状況にございます。このＡ

案，Ｂ案は，Ａ案は平成１６年３月に改正要綱で導入をいたしました現行の基準，

日本学生支援機構，旧日本育英会の奨学金貸与基準を使うという案でございます。

Ｂ案は，国奨学金の返還免除基準として現在用いられている生活保護基準の約１.

５倍の基準を導入するという案でございます。 

 現行の案でいく場合につきましては，裁判での判決や監査委員の意見で基準を

見直すべきとされていることに抵触するという問題がございます。国奨学金の返

還免除基準を導入する場合は，先ほどデータのところでご説明しましたように，

現行基準と比べると相当厳しい基準になるという問題点がございます。それぞれ

こうしたデメリットのようなものがあって迷っておるというのが事務局の実態で

ございますということで，研究会のほうでご説明をさせていただきました。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうから，この間，研究会に資料が提出をされ，また前回の

総点検委員会でご要望のありました内容につきましても事務局のほうからご提示

がありました。研究会でもそれをベースにして検討してきたというところがござ

います。 

 まずは，ただいまの事務局のほうからの資料，それから事務局案，ご提示をい

ただきましたものについての説明がございましたけれども，これにつきまして委

員の皆様方からご質問など，ございましたらいただいてまいりたいと思いますが，

いかがでございましょうか。 

 この段階では，まだ実際の検討の中に入っておりませんので，この後，第２回

研究会での検討の結果，どういう整理，あるいはどういうご意見が第２回の研究

会であったかということをお聞きいただいた上で，事務局の考え方，また研究会

での議論を踏まえて，今後の在り方についてご意見をいただく，そういう運びに

してまいりたいと思いますが，先に進ませていただいてよろしゅうございますで

しょうか。 

 それでは，第２回研究会でどういう議論があったのか，研究会としての考え方，



 －11－ 

どういう考え方を研究会として持つことになったのかということについて，少し

ご説明をしたいというふうに思います。お手元，資料２をご覧いただければと思

います。 

 資料２にありますように，先ほどの事務局の案を議論する前に，第２回の研究

会で問題の整理検討をするというときに，まずは奨学金制度，それから援助金制

度の意義，問題点ということについてきちんと理解をした上で始めないといけな

い，そして研究会としての基本的な考え方というのを固めていかないといけない

ということで，「第１ はじめに」というふうにあるところのような議論をさせて

いただきました。 

 そして，事務局からお示しいただきましたような見直しの具体的な内容，案に

つきましては，２ページ目の第２以降のところに示させていただいているような

ところでございます。やはり研究会では，まずは基本的にどういうふうにこの制

度を考えていくのか，貸付制度，それから援助金制度をどう私たちが理解をし，

そしてどういう整理をしていったほうがいいのかを議論させていただいたという

ことでございます。簡単に内容をご説明させていただきたいと思います。 

 まずは，第２回自立促進援助金制度の見直しに係る法的課題整理等研究会にお

ける検討内容及び検討結果の報告，資料２としておりますが，この内容に基づき

ましてご説明をさせていただきます。 

 最初に，「第１ はじめに」のところにありますように，同和奨学金及び自立促

進援助金制度の意義ということについて，研究会でもこれまでのデータ等を拝見

させていただき，いろいろご説明をいただく中で，やはり同和奨学金につきまし

て，これまでの従来の，特に奨学金制度が創設された昭和３０年代，４０年代の

状況というのを踏まえますと，まさに社会的な必要性とか，この制度の持ってい

る意義というのは非常に大きかったというふうに考えております。 

 また，昭和５７年に国が給付制から貸与制度に変更した際にも，まだこの時点

でも京都市が実質給付にされようとしたということについては，当時のデータ等

を拝見する限りにおいては，やはり教育面での課題，それから高校進学格差，こ

れは明らかに認められるということもございまして，この制度の意義というのは

昭和５７年当時もあったのではないかというふうに考えているところであります。 

 しかし，問題はやはり平成１３年度末で法期限が切れたということ，そしてそ
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の後，今日まで，特に昨年，平成１８年度まで支給を続けてきたという今日的な

ところから見たときの問題点，このところについては研究会としても，やはり市

が貸付と補助という，制度としては別立てであるべきものを漫然と一体運用をし

てこられたということについて，そこには矛盾があったのではないかということ

が研究会でも確認をされたところでありました。 

 特に，奨学金の貸付のときに自立促進援助金の支給を約束するという制度とい

うのは，法的に考えてみましても，貸付をするといっているときに，同時に援助

金で実質給付ですという説明自体が法的に極めて問題の多い説明の仕方ではない

か，矛盾をしている説明の仕方ではないかということで，そのことだけではなく，

その後，こうした矛盾を抱え込んだまま制度の運用をしてきたことが，この制度

を客観的に見直すチャンスも失わせてきたのではないかということであります。

そして，制度の硬直化は，その後，今の時点でのいろんな問題を生み出すもとに

なってしまったというのが研究会での考え方でもありました。 

 結果的に，市が自立促進援助金制度を無審査で一律に支給し続けるという事態

になったわけで，手続はもちろん踏んで進めてこられてきたということはありま

すけれども，実質的に無審査で一律支給ということについては，これはやはり住

民訴訟に係る判決が指摘をされているとおり，特に硬直的に運用をし続け，漫然

と運用をし続けたというところについて，少なくとも一定時期以降は違法であっ

たというふうに言わざるを得ないということでありますし，市は速やかにこの違

法状態というのを解消する方策をとるべきであるというふうに研究会でも考えま

した。 

 そして，また，その解決に際しては，やはり京都市民の大方の皆様方のご理解

が得られるような貸付金，援助金の制度に切りかえていかないといけない，そう

いう必要があるというふうに考えたわけでございます。 

 したがいまして，研究会といたしましては，大変大きな前提といたしまして，

この自立促進援助金制度については廃止をしてはどうかということを検討いたし

ました。また，援助金制度を廃止するからといって，すべての貸付を受けた方々

に返還を請求するのかというと，これはやはり国の制度もそうでございますよう

に，返還免除の必要がございます。当然，自立促進援助金制度支給分の廃止を提

案するとなれば，奨学金の返還免除制度を創設しなければならないだろうという



 －13－ 

のが研究会での議論でございました。 

 このこと自体は，一連の奨学金の貸付と援助金という補助の一体的運用による

制度の硬直を解消するということを，まずは援助金制度の廃止ということで解決

をする。援助金の無審査一律支給とういことについても，一定の時期以降は違法

ということになっておりますから，そこのところについては，その違法分を解消

するための具体的な措置，新たな制度をきちんと整備をするということが必要だ

ろうというふうに研究会では考えていったわけであります。 

 この二本立てで，貸付金と，それとは別に援助金を出すという別々の制度が，

しかし一体として運用されているという，ここのところを研究会でも大変問題視

をしてきたところでございます。こういう別々の制度を一体に運用するのが事情

を複雑にしましたし，なかなか仕組みの見直しも進めませんでしたし，現時点か

ら見れば市民の方々のご理解も得にくいというふうに研究会では考えた次第であ

ります。 

 これらを踏まえて，先ほど来，申し上げていますように，援助金制度を廃止す

るということ，その上で奨学金の返還，そしてそれに対する返還免除という国制

度がとっているのと同じようなシンプルな関係を持った制度に改めるべきである

とういふうに考えたわけであります。 

 したがいまして，１ページ目から２ページ目のところにありますように，いろ

いろ配慮をしなければならない事情はありますけれども，研究会としては自立促

進援助金制度ということについては，一応廃止をしてはどうかという検討をして

きたところであります。 

 ただ，もちろんこれは研究会レベルでの議論でございますので，今日，改めて

この点についても当総点検委員会でご議論をいただければと，当然そういうふう

に考えてございます。また，それに伴います返還免除の仕組みの在り方というこ

とについても，これをそもそも検討していいかどうかということについては，当

然，当総点検委員会でご議論をいただく必要があるというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても，本日，この援助金制度を廃止するかどうかというこ

とについては，ご議論をいただきたい。廃止することになれば，返還免除の仕組

みというのをやっぱり考えないといけないということになりますので，そこをま

た後ほどご議論をいただければというふうに考えているのが「第１ はじめに」
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のところの重要な論点でございます。 

 続きまして，説明だけ長くなりますが，続けさせていただきます。第２の「自

立促進援助金制度の廃止に係る課題について」というところで，こちらのほうが

先ほど，最初に事務局からいただきました見直しの中でどう見直すかということ

について，援助金制度の具体的な改革方針を事務局のほうで示していただきまし

たように３つの案，判定基準を実施すべき対象者の範囲について，Ａ・Ｂ・Ｃ案，

それから実際の判定基準，金額をいかにするかという，これについての事務局案

についてお示しをいただいた，それに係る検討を第２のところでさせていただい

てございます。 

 研究会では，先ほど申し上げましたように，廃止の是非，あるいは廃止後にど

ういうふうにしていくのかということについて，具体的に総点検委員会でもご判

断，ご議論をいただかないといけないということから，仮に廃止ということを前

提に考えたときにどうなるのかということについて，研究会としての議論をさせ

ていただきました。それが第２のところの幾つかの論点でございます。 

 まず，自立促進援助金制度の廃止というのが仮にあった場合にはということで

すが，そこからさらに検討しなければならない点が幾つか出てくるということで

あります。そして，それは市のほうで見直し案として出された内容と重なった論

点になってくるということでご理解をいただければと思います。 

 まず，市のほうの見直し案にはなかったのですが，研究会でも廃止をするとい

うふうに仮に言った場合にも，いつから廃止できるのかということについては最

初に議論がございました。要するに，新しい制度を導入するというときには，そ

れは導入時点から将来にわたって効果を持って，過去，それが導入されるまでに

残ったものは，それはそれとして，当然，従来のまま残るというのが一応権利義

務に関わるような問題の場合の基本的な原則だろうかというふうに思います。 

 遡って，効果を及ぼすという場合は，もちろんないわけではないのですけれど

も，どちらかといえば便宜付与といいますか，サービスを提供したり，あるいは

権利の回復を認めていったりするというような場合に過去に遡るということはご

ざいますけれども，不利益をもたらすような場合に過去に遡るということはあり

ません。こういう問題から，自立促進援助金制度をいつから廃止したらいいのか

ということについてはなかなか難しいということで，研究会でも議論があったと
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いうことをまず最初にご報告をさせていただきます。 

 もちろん私ども，結論は出ませんでしたけれども，援助金の支給が実は平成１

９年度，停止をされております。この１９年度分をどう扱うことができるのか，

仮に援助金制度廃止というふうに言ったときにも，１９年度というのをどう扱う

のかということについては，さらに検討が必要であるというのが研究会での議論

でございました。 

 大きな２つ目は，自立促進援助金制度を廃止する場合に講じるべき措置等とい

うふうになっているところでございます。仮に廃止をしたというときには，先ほ

ど来，申し上げておりますように，返還困難者に対する免除制度を当然あわせて

創設をする必要があるというふうに考えております。そのときに，申請手続等，

免除申請等をしていただかなければならないのですが，これについてどう定めた

らいいのか，このあたりもどうもまだ私ども研究会でもしっかりとした結論は出

ませんでした。その点についてどう定めるべきかについては，また今後，検証を

進めたいというふうに思っておりますし，総点検委員会で最終的には考えていた

だかなければならないというふうにも思っております。 

 課題の３つ目，すべての奨学金貸与者に返還を求めるべきかということでござ

います。これが，繰り返しになりますが，市のほうの見直し案で具体的に提示を

された見直し方向に対応したものでございます。自立促進援助金制度を廃止する

というふうにした場合に，原則として貸与した奨学金について返還を求めるとい

うことになります。そうした原則として返還請求ということが行われるというこ

とを前提として，すべての貸与者に返還を求めるというふうに仮にしたときに，

どういう問題があるのかというが（１）のところです。これは，事務局案の参考

資料１のＡ案でございます。 

 これにつきましては，もちろん原則として返還請求権がある以上は返還を求め

るというのは，当たり前といえば当たり前なわけであります。しかし，長年にわ

たって市が一体的に運用をしてきたということ，２つ目に貸与者に実質給付とい

うふうに説明をしてきた経緯があるということ，３つ目にこれまで返還に際しま

して，また自立促進援助金の支給手続につきまして，返還の初年度を除いては奨

学金貸与者にこの手続を求めることなく処理をしてきたということがございます。

２年目以降は自動的に支給がされてきたということであります。４つ目として，
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したがいまして，貸与者，貸与を受けた方々には債務があるということすら，そ

の後，意識をされなくなってしまっているということがあろうかと思います。 

 さらに，高裁で確定をいたしました判決，１・２次訴訟の判決でございますけ

れども，この中では平成１２年度以前の自立促進援助金の一律支給について，非

常に法律用語といいますか，判決用語らしい言い方をしておりますが，違法であ

るとまでは言い難いというふうにされているところでもあります。 

 以上，配慮が必要な事項というのがいろいろありまして，奨学金の貸付から相

当期間が経過をした，そんな方にまで改めて返還を求めるというのは困難なので

はないかというのが研究会での意見でございました。 

 それから，（２）のほうに参りますけれども，特に，既に判決が出て確定をして

いるもの，また高裁で係争中のものもございますけれども，判決の考え方という

ことに基づいて対象者を定めようという場合に，どういう問題点があるのかとい

うことについて検討をさせていただきました。 

 平成１３年度あるいは平成１４年度以降に新たにこの援助金の支給を受けた方

について，今度は奨学金の返還を求めるということになります。これは，事務局

の案の参考資料のＢ案であります。Ｂ’案というのがあって，これは１３年度，

Ｂ案というのが１４年度からという，確定をした判決と，それからその後の地裁

判決，このそれぞれに対応したものでございます。 

 この判決に基づいたやり方で考えるとすると，自立促進援助金制度の創設当初

の事情というのも考えてみますと，一定期間，一律に支給をされてきたというこ

とについては，これはどうもその範囲で容認をすべきことではないかと考えられ

ます。 

 また，奨学金の貸与を受けている方々の考え方，認識の仕方，それからすべて

の貸付を受けた方々に返還を求める，物理的にも大変なのですが，そういう問題

点を踏まえれば，やはりこの判決が言っているように，明らかに市が裁量権を逸

脱したと判決で判断をされた，この判決の範囲に基づいて対象者の範囲を定める

ということについては，研究会でも妥当性が一定ありますねということでご意見

をいただいてございます。 

 確定判決に基づいて返還を求めるとすれば，平成１３年度以降の新規支給者と

いうことになります。それから，もう１つの地裁判決に基づいて判断をすれば１
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４年度ということになりますが，これについては研究会としても思い悩んでいた

ところでありまして，総点検委員会でも少しご意見をいただければというふうに

思っております。 

 それから，事務局案で出てまいりましたＣ案に対応いたします，監査委員の意

見に基づき平成１４年度以降に貸与した奨学金の返還分について返還を求めると

いう，この場合についてでございます。研究会の報告の３ページ目の（３）のと

ころでございますが，これにつきましては，貸与と補助というのを一体的に運用

してきた市の立場というのを踏まえた上のものであろうというふうに考えており

まして，やはり奨学金の貸与時点で，そこから考えていかないといけないという

考え方を重視する。貸付を受けた方々が返還ということを意識しないといけない，

そういう段階での所得判定を実施すべきとする対象者の範囲の考え方であろうと

いうふうに研究会では理解をいたしました。 

 確かに従来の市の説明の仕方と矛盾をしないという点ではそのとおりでありま

すけれども，やはり研究会としては，貸付の制度，それから援助金の支給という

補助の制度，これは別制度であって，援助金制度の見直しを考えるに当たりまし

て，貸付時点の話ではなくて，やはり支給時点で判断をすべきではないかという

のが研究会でのご意見でございました。 

 その他，若干，一部の奨学金貸与者に返還を求めないというふうなことになる

というような場合には，当然，その返還を求めないということについて，具体的

な法的効果のある措置をとる必要があるということもあわせて指摘をさせていた

だきました。債権の放棄，あるいは債務免除等々の措置が必要になるのではない

かというのが研究会の意見でございます。 

 引き続きまして，参考資料の市の見直し案の２ページ目のほうにございます，

２の所得判定基準の在り方というところについて，もうしばらく説明にお付き合

いをいただければと思います。 

 この所得判定基準ということについても，なかなか難しい問題で，あまり核心

に迫る議論ができなかったのかもしれませんが，一応研究会としても議論をさせ

ていただきました。同和奨学金の返還免除基準ということについてどう考えてい

くのかという，その所得判定基準を研究会なりに考えたということでございます。

お手元の資料２，研究会の報告の最後，４ページ目の４のところにございます。 
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 ポイントの１つは，日本学生支援機構，旧日本育英会でございますが，この奨

学金貸与基準を準用している現行基準とする場合でございます。これにつきまし

ては，やはり奨学金を貸し付ける基準でありまして，返還の免除の基準というこ

とはありません。もともとの学生支援機構の基準は貸し付けるときの基準であり，

これを返還基準とするというのはやっぱり矛盾がありますし，市民の皆さん方の

理解は得られにくいのではないかと研究会では考えました。また，監査委員の意

見も踏まえて，現行基準より厳しいものに見直す必要があるというふうに考えた

ところであります。 

 そういたしますと，もう１つの基準として，市の側からもご提示をいただきま

したけれども，国の奨学金の返還免除基準，よく出ておりますが，生活保護の基

準の約１.５倍，これがどうだろうかということで，前回の当委員会でもこの２つ

の基準しかありませんでしたし，研究会といたしましてももっと他に何かないの

かということを事務局と一緒に考えさせていただいたのでありますけれども，具

体的にこんな基準がということを示すことが私たちもできませんでしたし，事務

局のほうでも情報収集をしていただいたのですが，そこでもなかなか適切に説明

のできるような基準を見つけ出すということはできませんでした。 

 ただ，国の奨学金免除基準とした場合に，先ほどの資料の説明でもおわかりい

ただきましたとおり，これまで一律に援助金が支給をされてきた貸与者の方々か

らすれば全く予期をしないということになりますし，平成１６年度以降の方々に

とっても，やはり現在の援助金の支給基準というのを大きく変更することになり

ますので，相当厳しい変更ということになります。 

 これも踏まえて，どういうふうに所得判定の金額の基準を考えていったらいい

のか，研究会ではなかなか難しいという結論しか出ませんで，市民的な感覚，あ

るいは貸付を受けた方々の状況というのを十分に考慮し，いろいろと配慮もしつ

つ考えていく必要があるのではないか。そのあたりについて，総点検委員会でも

少し方向をご検討いただければということでございます。 

 少し細々とした説明になってしまったかもしれませんけれども，以上のような

検討をさせていただいたということで，検討結果の報告をさせていただきました。

これに基づきまして，今後，これから議論をしていただかなければならないので

すが，研究会にご参加をいただいております安保委員，中坊委員から何か補足が
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ございましたらお願いしたいと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは，早速，委員の皆様方からご意見をいただいてまいりたいと思います。

まずは報告内容に基づきまして，今日は少し当総点検委員会といたしましても，

一定，方向性を見出したいというふうに思っておりますので，今回の研究会での

検討報告の順に基づきまして，少しご意見をいただいてまいりたいというふうに

思います。 

 最初に，法的課題整理等研究会での検討結果の報告の，特に意義や問題点を指

摘させていただいておりますけれども，このあたりにつきまして，何かご意見が

ございましたらいただいてまいりたいというふうに思います。検討結果の１ペー

ジ目の初めに，この１面あたりで何かあればということで，まずはお伺いをした

いと思います。研究会での議論は，自立促進援助金制度，もちろん奨学金制度も

含めてでありますが，これまでのこれらの制度の意義ということについては，こ

れはやはり認めるべきではないかというのが研究会での結論でありました。 

 しかし，同時に問題点として指摘をさせていただいておりますとおり，貸付と

補助という制度を一体的に運用してきたという制度矛盾，それから硬直性のもと

で社会経済の実態，市民感覚等々にも合わなくなってきた運用が続いてしまった。

そして，それが裁判を通じて違法と判断をされる部分というのが平成１３年度以

降，発生をしてきたと。こういう状況の中で，やはりこの違法状態を解消して市

民理解を得られるような仕組みに変えていく必要がある，こういう認識でござい

ます。このところにつきまして，何かご意見，あるいは疑問な点，ご質問等がご

ざいましたらお願いをしたいと思います。いかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

【細田】 ずっと見ていまして，私は前回も言わせていただきました，６月５日のときの

資料７に「地域改善対象奨学金等・地域改善対策就学奨励金等の貸与を受けてこ

られた方へ」という文書で，京都市は貸与した奨学金や就学奨励金等の返済に当

たっては，返済免除制度の活用や自立促進援助事業の実施によって，貸与を受け

た方に負担のかからないようにしますと，こういう文書が出ているわけでござい

まして，そのことが受けられた方も本人が捺印をして，きちんと提出をされてい

るというので，このことは少なくとも昭和５９年から発足して２０年近く続いて
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いるわけですから，当時から返済しなくてもいいというふうに実質は皆さん，思

っていたし，現在も実質そう思っておられるんじゃないかなと。これは自然では

ないかなという。 

 ただし，裁判で判決が出ていますし，債権債務の関係があるわけですが，実質，

貸与した奨学金や就学奨励金は，実質給付で返済免除を行ったわけですし，平成

１６年度以降で借りられるときには，少なくとも所得判定基準を設けて，一人一

人の方々に説明をして，この１６年度から貸しているということでありますので，

１つの区切りをどこでつけるかということになれば，私は平成１６年度で区切り

をつけるべきではないかと。 

 ただ，平成１３年，１４年度に本当に返してもらうのかどうかについては，こ

れは実質，返さなくていいと思っている方に早く返してくださいと，印鑑は押し

て出しているところなんですが，これは少なくとも私は京都市の責任ではないか

なというふうに思います。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 特に対象者の範囲といたしまして，返還請求に係る判定を実施すべき対象につ

いては，やはり平成１６年度というふうになるのではないか，こういうご意見を

いただいておりました。また，市として，やはりこれまで長期にわたって定着を

した制度でもあることなので，それについての責任は対象者の方，貸付を受けた

方ではなくて，市のほうできちんと違法状態を解消する工夫をすべきではないか，

こういうご意見かと思います。 

 その他，委員の方々から，いかがでしょうか。 

 どうぞ，山本委員さん。 

【山本】 とりあえず前半の初めにのところについてのみ。最後の２ページ目の上段にも

書いてありますように，二本立ての制度，これは僕らみたいな素人がこの委員会

に４回出てきて，ようやっと何となくわかってきた。最も複雑なそういう制度を

ずっとやっていた。これが一番大きな問題だったという，当初の意義を認めつつ

も，ずっと整理されている内容については全くそのとおりじゃないかというふう

に思います。 

 それで，最後の３行ですね。自立促進援助金制度を廃止し，新たに奨学金返還

困難者に対する免除制度を設けることにより，同和奨学金の返還と免除というシ
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ンプルな関係に改めていくべきであると，僕は全くこの方向に賛成です。２以降

については，また後で。 

【新川】 とにかく第１のところですので，ご意見をいただいていきたいと思います。 

 今，自立促進援助金制度の廃止という方向，それから，それに対応して奨学金

の免除制度の創設という見直しの方向性というのを示させていただいておりまし

て，そこも踏み込んで，今，山本委員からご意見をいただきました。他の委員の

方々からも意義，問題点に加えまして，この制度廃止，それから制度の創設とい

うことにも関連いたしまして，ここからはご意見をいただいていければというふ

うに思います。 

 援助金制度の廃止ということ，それから免除制度の創設ということについて，

いかがでございましょうか。 

【細田】 方向性としてはそのままで。 

【新川】 ありがとうございます。 

 もちろん，いつの段階からどう適用するかといったようなところは，今後さら

に検討しなければならないかと思いますが，方向性としてはこれまで違法とされ

るような運用を生んでこざるを得なかった二本立ての制度，これをまず解消をす

るということについて，そして，その解消に伴って，当然，返還免除制度という

ものを用意しなければならない，論理的にはそうならざるを得ないのですが，そ

ういう方向付けについて，今，委員の方々からは比較的ご賛同の声が聞こえてお

りますが，他の委員さん方，いかがでございましょうか。 

 特にご異論がなければ，この委員会報告をさせていただいて，まず第１のとこ

ろの基本的な考え方，意義はあるけれども問題があって，やはりこの援助金制度

は廃止という方向，それから廃止をするにいたしましても，それに伴いまして返

還免除制度を創設する必要性があるということについて，当委員会としてそうい

う方向について，ただいまのご意見をいただいたということでございます。 

 それでは，そういう方向で考えていくといたしまして，以下，第２の自立促進

援助金制度の廃止に係る課題。ここでは，先ほど少し細田委員さんからもご意見

がありましたような点，若干まだ基本的な考え方のレベルではございますけれど

も，これにつきましてご議論をお願いいたしたいというふうに思います。当然，

この廃止に係る課題，いろんな論点がございます。少し研究会として悩んでおり
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ましたところについて，もしご意見がございましたらそちらからいただければと

いうふうに思っております。 

 １つは，制度を廃止するという場合にも，今，これから廃止をしなければいけ

ないんですが，ちょうど市のほうで昨年度，平成１９年度に援助金の支給を停止

しておられるということがございまして，この１９年度をどう考えるのかという

問題が１つ，当面，直接には上がってきているということ。それから，廃止をす

る場合にも，先ほど方向づけとしてはご賛同いただいているのですが，実際に返

還免除の申請をどんなふうにしていただくのか，毎年度毎年度この返還免除の手

続をしていくのか，あるいは現在のように扱っていくのか，このあたりもいろい

ろと考えないといけない点がございます。もしこのあたりにつきましてご意見が

ございましたらいただければと思いますが，いかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

【山本】 今，とにかくこの１ですね，平成１９年度から止まっているわけですね。 

【新川】 はい，そうなんです。 

【山本】 その止めているということと，自立促進援助金制度の何か制度としての決まり

といいますか，何かあるわけですね。それとの関係というのはどういうことです

か。誰の判断で，どういう制度，法的な根拠で止めているのか知りたいです。 

【新川】 そこはちょっと事務局のほうから，１９年度の支給停止について，どういう状

況で止まっているのかということについて，少しご説明をいただけますでしょう

か。一応，これまでにもいただいているところがあろうかと思いますが，繰り返

しになっても結構でございます。 

【事務局】 停止についての法的根拠というのは特にはございません。政策的といいます

か，裁判でも違法と言われているという状況の中で，速やかにこの制度そのもの

について見直しを行うべきだろうと，そういう前提で制度を少し停止して，その

間に検討を進めようと，そういう政策的な判断でやっていることでございます。 

【新川】 援助金の支給そのものは，毎年度の市の，一般的に補助金の支給の要綱のよう

なものに基づいて毎年支給をされるというのが筋でしょうから，その要綱の１９

年度の支給の実施をお止めになっている，そういう理解でよろしいかと思います。 

 その他，いかがでございましょうか。ここは委員の皆さん方もなかなか判断は

難しいかもしれません。 
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 それじゃ，少し具体的な援助金制度の，仮にでありますけれども，先ほど委員

会としてご意見をいただきました援助金制度を廃止というような場合に，もちろ

ん原則は当然，貸し付けた部分があるわけですから，この貸付部分の奨学金につ

いては返還を求めるということになります。市の参考資料で付けさせていただき

ました見直し素案，これに基づきまして研究会では幾つか検討をしてきたという

ことがございました。 

 先ほど，細田委員さんからは，それとは別の，平成１６年度基準というのもあ

りますよということでご指摘をいただいたところでございます。このあたりも含

めまして，ご意見をいただいてまいりたいというふうに思います。同和奨学金返

還時の免除基準，これをどういうふうに考えていったらいいのか，またご自由に

ご意見をいただければというふうに思っております。また，質問等でも結構です。 

 それから，当然，援助金制度廃止ということ全体と関わる問題でありますので，

具体的に今後，考えておかなければならない点，委員の皆様方，お気づきの範囲

でご自由に，援助金制度をやめようというときに，実際，返還の問題だとか，そ

の他いろんな問題が出てくる，それに対してどういうふうに対処をしていったら

いいのかというようなところについて，ご意見を賜ればというふうに思います。 

 まず，返還を求める対象者といいますか，奨学金の貸与者で返還をまずは求め

ていこうという範囲について，いかがでございましょうか。研究会では，平成１

３年，平成１４年，このあたりかなということで実は議論をしてきました。しか

し，先ほど細田委員さんからは平成１６年というお話もございました。また，原

則論からすれば，返還を求めるべきはすべての対象者でしょうというご意見も当

然あろうかというふうに思っております。監査委員の意見のように，平成１４年

度貸与からという意見もあろうかと。これは研究会ではあまりしておりませんで

したが，こういうこともございました。このあたりについて，ご意見をいただい

てまいれればというふうに思います。 

 どうぞ。 

【山本】 すみません。１３年と１４年，どこか違うんでしたっけ。 

【新川】 平成１３年というのは，そこから違法な状態になったという判断を大阪高裁の

判決で確定をした確定判決でございます。平成１４年をお採りになっているのは，

京都地裁の地裁レベルでの判決でございます。そこでは平成１４年からが違法と
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いうことに。 

【山本】 その根拠は何ですか。 

【新川】 地裁のほうは，平成１３年度の末で実は国の法律，特別措置法というそもそも

の同和対策の法律が終わりとして，国のほうの貸付制度もこれで終わったわけで

す。１３年度の終わりまでが１つの基準，そこが節目で，それが法律に大きな変

更があった，廃止があったということを１つ，節目にして，１４年以降はやっぱ

り違法な判断をされたんじゃないでしょうかということで，京都地裁のご判断だ

と思います。 

 その前の高裁の判断は，訴訟の対象になった期間の１４年度までのもの，それ

からそれ以前のものを全部踏まえて，ここは裁判所のご判断でございますけれど

も，やはり１３，１４年度について違法であるということで，高裁でご判断をさ

れたということであります。ただ，１２年度までと１３年度の間の明確な，そこ

で切ったメルクマールというのは私もいま一つ判決文から読み取れてないのです

が，事務局ではどういうふうに見ておられるのでしょう。 

【事務局】 確かにはっきりしたメルクマールというのは示されてはおりません。ただ，

判決文の中では，市は平成１１年ごろから制度見直しの検討を進めておったと。

そういったことから，遅くとも平成１３年度支給時点では見直しが可能であった

のではないかと。そこで，そういう見直しをしていなかったということが違法で

あろうと，そういうような見解が触れられております。 

【新川】 ありがとうございました。 

 その他，いかがでございましょうか。 

 研究会メンバーの先生方も，ご意見等ございましたら，どうぞご自由にご発言

いただければと思います。 

【中坊】 私は，免除申請そのものが要るんじゃないかなという気がいたしますね。なぜ

免除申請という手続が要るかというと，援助というのは一方的に与えるというこ

とですけど，まさに自立支援，自立ということを前提にするならば，いわゆる免

除以下の人であったとしても，免除してもらいたくないという人もあるだろうと

思うんです。 

 やはり本件の基本的な問題点というのは，同和地区の人たちの自立，自主性と

いうところが非常に重要ですから。私はこういう場合にも，免除のことに関して
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は，今まで援助金というのは全部，市当局側からの援助というものに基づいた，

あるいは裁判所の基準とかいうものをつくってやる。一応基準をつくることは必

要です。 

 されど，やはり基準以下であったとしても，だから，本来は免除できる人であ

ったとしても，いや，私は免除してもらいたくないという人もあり得るわけだし，

やはりそこは基本的に本人の意思に基づくという免除申請行為というものがあっ

て，それに基づいて判断するということに私はすべきものではなかろうかと。物

の考え方で，逆転はしていると思いますけど，私はそういうふうな考え方を個人

的には思っています。 

【新川】 ありがとうございました。 

 やはり適切な免除申請手続，そういうのを整理して，従来とかわる返還免除制

度を確立するにいたしましても，自立という観点からの仕組み，手続にしていく

べきであるというご意見をいただきました。 

 どうぞ，その他の皆様方も。 

 なかなか意見をいただきにくいかもしれませんが。 

 それでは，少しご議論をしていただきやすいように，最後，今回の報告の４ペ

ージ目のところに同和奨学金の返還免除基準の在り方についてというところがご

ざいます。４番目のところでございます。 

 まだどういう方々にどの年度，具体的に言うと何年度からの援助金支給をして

こられた方々について，この返還を求めていくことになるのかということについ

て，これは当委員会としては結論は出ておりませんけれども，いずれにしても廃

止をして返還免除の制度をつくるということについては方向を出していただきま

したので，この４番目のところにあります返還の免除基準，これも含めてご意見

をいただいていければというふうに思います。金額的に所得基準を適用するとい

たしましても，日本学生支援機構の貸与基準を平成１６年度からの現行の基準に

しておりますけれども，これが妥当なのか。 

 それから，国のほうはかなり低い基準というふうに実際判断をしておりますけ

れども，免除になる所得の水準というのは生活保護の基準の１.５倍ということに

なっておりますけれども，その基準というのをお示ししております。 

 研究会では，学生支援機構の貸付基準でもって返還免除とするというのは，理
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屈は立たんだろうし，市民感情とも相反するだろうという思いがございます。国

基準については，その基準が本当に妥当なのかどうか，研究会でもよく確信は持

てませんでした。しかし，国基準と違う基準を示すということについて，違う基

準はこうですよということをきちんと説明できるかと言われると，研究会でもな

かなか他の数字を出して説明をするというのは難しいなと，そういう議論がござ

いまして，今後さらに検討が必要というふうにさせていただいたところでもござ

います。 

 この返還免除基準の在り方，いわゆる所得基準の問題でございますけれども，

これも含めてご議論いただければと思います。 

 どうぞ。 

【細田】 日本学生支援機構の奨学金の貸付基準というのは，国の場合では生活保護基準

の１.５倍とわかるんですけど，学生支援機構の奨学金貸与の基準というのは，何

をもって基準になっているか，そこをちょっと教えていただけますか。 

【新川】 じゃ，事務局のほうから説明よろしくお願いします。 

【事務局】 日本学生支援機構の奨学金の貸与基準の考え方なんですけれども，これは出

願者の家計状況において，学資の支弁が困難または支障があるかを公平に判定す

る目的，これで設定したものであるということでございまして，具体的には，い

わゆる旧総理府が実施しております家計調査年報，それと旧文部省が調査してお

ります学生生活調査，この資料をもとに，大学進学率が低下する所得階層等を分

析し，すなわち学資の支弁が困難または支障がある層をピックアップして，そこ

の所得水準から必要経費や消費者物価指数，家計調査年報による世帯人数，地域

指数，こういったものを考慮して最終的な貸与基準というのを算出したというよ

うな根拠といいますか，中身になってございます。 

【新川】 よろしゅうございますでしょうか。ご質問の趣旨と違いますか。 

【細田】 いや，それで結構です。 

【事務局】 要は，こういう所得分布を見ていったときに，いろんなデータから見たとき

に，やはり経済的に進学率なんかが落ちる層が見えてくると。そこを引っ張り出

してきて，そこから必要な経費等を控除していった額で導き出したというような

考え方みたいなんですけども。 

【細田】 それじゃ，京都市の場合やったら，これはどういうふうな。もしも基準を設け
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るとしたら，日本学生支援機構の奨学金の貸与基準をもしも同和の問題で設ける

としたら，所得分布とか全体構図をどういうふうに考えておられるのか。それは

可能なのかどうか。これと違って，京都市の学生の場合をやった場合に，そうい

う金額というのが十分かどうか。 

 それから，もう１点は，国の奨学金の返還免除基準，生活保護基準の１.５倍で

すけど，京都の場合は，この生活保護の基準の１.５倍，大体幾らぐらいなのか。 

【新川】 すみません，事務局。 

【事務局】 １点目の京都市固有の分布といいますか，基準ですね。今の学生支援機構の

算出の基準の考え方ですけど，特には京都固有というのはないですね。いわゆる

学生支援機構そのものが全国的に長年にわたって専門的見地から算出した根拠と

いうことで，経済的困窮者といいますか，就学困難な方を判定する基準として妥

当であろうということで，京都市もそれを準用していたというような経過がござ

いますので，全国の数字と京都市の固有の数字というものではないというふうに

考えております。全国的に普遍的に妥当な基準やったので，それを準用していた

という，そういう考え方でございます。 

【新川】 ２点目を。 

【事務局】 生保の１.５倍の部分は，資料１の９ページに，現在の自立促進の基準等の比

較でサンプルとして挙げておりますけれども，例えばですけれども，上から２段

目で，本人が３０歳，配偶者が３０歳のケースで見た場合，現在の自立促進援助

金の支給基準でいいますと，高校奨学金の場合でしたら６４５万円，これは世帯

の最多所得者の金額になりますけれども，それを国の生保の１.５倍というのに置

きかえた場合は３６５万８,０００円と，こういうふうになるということでござい

ます。 

【細田】 国の奨学金の生活保護の基準というのは，大体幾らぐらいで計算されているか

というのをお聞きしたかった。 

【事務局】 ここに掲げてあります数字を１.５で割るという。 

【新川】 どうぞ，安保委員。 

【安保】 この基準については，委員の先生方に妥当と思われるかどうかの感覚的なとこ

ろをぜひお伺いしたいなというふうに思っているところです。ただ，いろんな基

準，返済するときに家計の免税とか，それから家族構成とか，そういうのを細か
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く基準を設定するというのは，新たな基準をつくるというのは非常に困難だろう

というふうに思います。 

 ですので，それを細かく決めているのが生活保護基準でして，今，国は１.５倍

というふうな基準を使っていまして，国の全国的な平均収入というか，そういう

ところと京都市とのがそう変わりが，特に変更しなければいけない特段の事情が

なく，今，国基準を使っていて，それで返済をされている方に特に困窮させるよ

うな事情がないのであれば，この国基準を使わざるを得ないのではないかと，他

に基準がないからというところもあるんですけど，そういうふうに今まで検討し

たところでは個人的には考えております。 

 ただ，京都市の奨学金というか，京都市のほうの金額が非常に金額的に高いと

いうか，毎月の渡されている額が結構高いので，そうすると資料１の５ページと

かを見ると，例えば私立大学の場合に月額９万円を今まで支給されておったので，

そうすると私立高校と私立大学に行かれると，貸与を受けた額というのが随分高

額になるわけです。それを，だから，返してもらうときに，現在は２０年という

期間ですが，もしかしたらちょっとそれを，２０年ってかなり長い期間ですけど

も，もう少し期間を長くするとか，そういう規定をつくるときに若干の考慮をす

べき点があるのかなというふうに考えています。 

【新川】 ありがとうございました。 

 基準としては，どうも国基準以外，今のところ客観的なよりどころというのが

なさそうであるということ。それから，もう一方では，実際に返還の様子を見た

ときに，２０年ということになりますと大変な金額になりますので，２０年分割

をしても大きな金額になるということがございまして，このあたり，どう考えて

いくのかということについてご意見をいただきました。 

 その他，委員さん方から，いかがでございましょうか。 

 どうぞ，山本委員さん。 

【山本】 僕は今の安保委員さんのお話に賛成です。というのは，やっぱりこのモデルケ

ース，９ページを見ていましても，自立促進援助金の支給基準というのは，普通

の市民感覚からいっても少し高いかなという感じがするんです。感覚論にすぎな

いじゃないかと言われる可能性もあるんですが，私の周辺を見渡していましても，

国の基準がやや厳しいというのはあるんですけれども，この京都の自立促進援助
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金支給基準額はやや高過ぎるというのが実感です。 

 ですから，その原因になっているのは，安保さんがおっしゃるとおり，ちょっ

とびっくりしたんですが，僕も奨学金を受けたほうなんですけれども，同和奨学

金の貸与金額がかなり大きいですね，思った以上に。これを返していくの，大変

だと思うんです。ですから，お返しいただくにしても，ある種の緩和，返還の期

間を延ばすしかないんじゃないかなというふうに思います，新たに法制度を考え

て。 

 ただ，返還免除基準としては，２の国の奨学金の返還免除基準と同基準とする

ということがまず原則として来るしかないんじゃないかというふうに。逆に言う

と，何で１６年にこの基準にしたのかよくわからないといいますか，やっぱり返

還免除基準を使うべきですよね，と思います。 

 以上です。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 その他，いかがですか。 

 どうぞ，細田委員。 

【細田】 確かに国の返済と自立促進と２つあるわけなんですけど，いわゆる京都の同和

行政をやるのであれば，私は生活保護の基準を京都市の場合は幾らであると，そ

れの１.５というのを使っても，新しくそういう同和行政のところについては，新

しい返済基準を設けてもいいのではないか。ただ，国がある，それから自立促進

援助金の学生の支援機構があるというだけじゃなくて，そこにもう一工夫，何か

持っていかないと，基準がありますからこれでいきましょうでは，私はちょっと

納得いかないかなと。 

 それであれば，京都の生活保護の水準が幾らであって，それをどうすべきかと

いうことを少し京都市のほうで返済の基準については考えるべきではないかなと

いうふうに思います。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 どうぞ，田多委員。 

【田多】 自立促進援助金を支給する基準というのは，国の奨学金の返還の免除基準と差

があるんですけれども，借りたお金を返すのを免除していただきたいという，そ

の基準はこれとこれの間ぐらいを京都市が独自につくられたらどうかなと，私は
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素人ですので簡単に考えたんですけれども。 

【新川】 ありがとうございました。ご提案をいただきました。 

 少し京都の基準として，京都市での生保の実態とか，ここに出していただいた

数字とそう大きくは変わらないかなと思うんですが，今，事務局が把握しておら

れれば。 

【事務局】 基本的にでございますけれども，生活保護の基準は，全国一律でございまし

て，例えば生活保護を受給されている世帯が多いか少ないかといったことは全国

的に多少違いがあるようだと思いますけれども，その基準は，基本的には同じで

ございます。 

【新川】 マーケットによって，それぞれマーケットバスケット方式ですから，地域によ

る格差が，所得格差とか物価格差があるはずですから，そこは京都市がどういう

位置かという問題なんですけど，ただ大都市ですので，京都は比較的高いので，

ほぼ国平均かなと。 

【事務局】 今，新川委員長がおっしゃったとおりで，９ページに表を掲げていますけれ

ども，生活保護基準をはじく場合に，世帯の年齢，それから世帯構成，これで生

活扶助基準というのをはじきます。そのときに全国の物価動向を見まして，級地

区分というのを設けていまして，大都市は高い級地，それから，田舎と言います

とあれなんですけども，地方については安い。京都の場合は政令指定都市ですの

で，全国で最も高い数値ではじいております。それではじきまして，それぞれ３

人ないし４人世帯で，こういう年齢構成であれば幾ら，その額を１.５倍していま

すので，常に京都市の状況を反映した数字がこの数字になっています。 

 ちょっと補足で。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 今確認いただきましたが，９ページ目の国奨学金の返還免除基準のこの金額と

いうのは，仮に国基準に従って京都市でやるとすれば，この金額になるだろうと

いう金額だということです。京都市の生活保護の実態に合った金額というふうに

ご理解いただいてもいいかもしれない。保護基準の実態です。 

 その他，いかがでございましょうか。また時間が押してきましたが。 

 それでは，少しここまでのご意見で確認をさせていただきたいと思います。ま

たご意見がございましたら，この後いただければと思いますが。 
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 委員の皆様方からいただきましたご意見，まずはやはりこの自立促進援助金制

度をこれまで運用してきた実情ということがあるわけでありますけれども，もち

ろんこの制度そのものも一定，役割を果たしてきたということについては，委員

の皆様方も共通認識を持っていただけたのではないかと思っておりますが，しか

し，その後の運用，特に裁判所で判決をいただいた平成１３年度以降の違法とさ

れた状態を踏まえて，やはり法的な矛盾ということがありますし，同時にそれは

市民の感覚からしても非常にわかりにくい制度をつくってきてしまって，しかも

それを硬直的に運用してきてしまった。そういうことを反省した上で，今後の方

針を考えるべきだという共通認識はあったのではないかというふうに思います。 

 そうした問題を解決していこうということについて，まず違法な状態であると

いうふうにされている自立促進援助金制度，これを廃止しようという方向につい

て，委員の皆様方から一応の大きな方向についてのご同意をいただけたのではな

いかと思っております。 

 そして，この違法状態を解消するということにつきまして，援助金制度の廃止

に伴いまして，逆に同和奨学金の返還を求めていくということと，それから，返

還とその免除という形がよろしいだろうということについても，おおよそご同意

をいただけたのではないかと思います。 

 ここまでのところは原則論，方向論として，当委員会での考え方としてお認め

をいただくということでよろしゅうございますでしょうかね。 

 ありがとうございました。 

 ただ，ここから先については，今もいろいろご意見をいただきました。当然，

自立促進援助金制度の廃止に当たりまして，いろいろ課題がございました。なか

なか具体的な方向性も出せないということで，いろいろとご意見はいただいてい

るのですが，一つ一つ丁寧に議論をし，結論を出すということができませんでし

た。 

 ただ，今日は当総点検委員会の皆様方から，１つは自立促進援助金制度の廃止

に当たりまして，やはり返還免除を講ずるべきであるというご結論をいただきま

したので，その返還免除の仕組みをどうするのかということについてはご意見を

いただきました。 

 また，奨学金の支給対象者について，いつの時点からの対象者に対して返還を
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求めるということになるのか，これについてもこれまで研究会で検討してこられ

なかった，また市としても考えてこられなかったご提案もいただきました。 

 それから，４番目の同和奨学金の返還免除基準の在り方につきましても，激変

緩和措置や，あるいは返還の期間をどうするか，また京都の基準としてどう考え

ていくのか。例えば，平成１６年の市の基準と，それから国基準の中間あたりが

いいんじゃないかというようなご意見もいただきました。 

 残念ながら具体的な見直しの具体案，制度をやめた後，どういうふうに方向付

けをそれぞれ具体的にしていくのかというところについて，論点はいろいろいた

だいたのですが，今日は結論に至るということができなかったというふうに考え

ております。そういう整理でよろしゅうございますでしょうか。難しい問題です

ので，ちょっとここのところはじっくり考えるということで，致し方がなかろう

かというふうに考えております。 

 そこで，大変恐縮でありますけれども，今日，一応ご同意をいただきました大

きな方針としての自立促進援助金廃止，それから返還免除制度の創設によります

返還と免除という，わかりやすい形に変えていくという，これを前提にいたしま

して，その他，具体的にこれをどう考えていけばいいのかという論点整理をやは

りもう一度しなければならないかなというふうに考えてございます。 

 そこで，できれば本日，いろいろご意見をいただきましたものにつきまして，

もう一度論点整理のための研究会を開かせていただきまして，必ずしも研究会で

もなかなか結論が出るとも思えないのですが，今日のご意見を踏まえてもう一度

整理をさせていただいて，その結果を当総点検委員会に報告をさせていただき，

この問題についての一定，総点検委員会としての方向付けを次回の委員会でして

いただければというふうに思っておりますが，そういう進め方でよろしゅうござ

いますでしょうか。今日のところは致し方ないかなという感じはあるのですが，

どうでしょう。 

 それでは，大変恐縮でありますが，今日は基本方向については，当委員会とし

て自立促進援助金の廃止ということ，それにかわる新たな返還請求，それから返

還免除の仕組みというのを考えていくという方向についてはご決定をいただきま

したけれども，それを具体的にどうしていくのか，いろいろな選択肢がまだ大き

な方向付けとしてもされていかなければならないということがございます。 
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 そのあたり，少し今後，もちろん実際に制度を廃止されるかどうか，それから

廃止をして返還免除制度をどうつくるか，返還の請求の対象者はどうされるかと

いう，最終的には当然京都市がご判断なさることではありますけれど，少なくと

も当委員会に課された使命といたしましては，市民の感覚で，またそれぞれご専

門の観点から，どんな方向で判断をしていただくのが京都市にとってよりよい判

断なのか，市民の感覚に合うのかというようなことを方向付けだけでも当委員会

としてはしていきたい。 

 そういう趣旨で，次回の総点検委員会までに研究会でもう一度検討させていた

だき，論点整理をさせていただければというふうに考えてございます。そんな進

め方にさせていただきますので，今日のところは議論，非常に取りまとめしにく

い状況でございますけれども，ご容赦をいただければというふうに思います。よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは，再度研究会を開催するということで，事務局には調整方，よろしく

お願いをいたします。 

 すみません，また時間オーバーしてしまいました。議事次第，その他というの

がございますけれども，委員の皆様方から何かあればというふうに思いますが，

いかがでございましょうか。委員会の進め方等も含めまして，今日のところはよ

ろしゅうございますでしょうか。 

 それでは，事務局のほうから何かございますでしょうか。 

【事務局】 それでは，失礼いたします。 

 資料のご説明ですけれども，いつものとおりでございますが，これまでにいた

だいています傍聴をされた方からのご意見等を資料として付けさせていただいて

おります。 

 また，７月７日付で崇仁まちづくり推進委員会から追加にて提出をされました

意見書につきましては，既に委員の皆様にもお配りしておりますし，ホームペー

ジにもアップしておるところでございますが，本日，念のため本体部分について，

写しを付けさせていただいております。 

 それから，今後の進め方についてでございますけれども，今日のご意見を踏ま

えて，再度研究会を開催するということでございますので，早急に日程調整をさ

せていただきますが，当初お示ししましたスケジュールの中で，８月も第５回総
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点検委員会，第６回総点検委員会と，２回を想定しておるところでございまして，

事務局としてはあまり大きくずらせないであろうと思っておりますので，大変申

しわけないんですけれども，少し過密なスケジュールで調整させていただくこと

になるかもしれません。 

 具体的に申し上げますと，可能であれば来週中を目途に開催というスケジュー

ルでお願いするかと思いますけれども，よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【新川】 どうもありがとうございました。 

 今後の進め方，定例どおりですと毎月第１・第３の水曜ということで，８月も

予定をさせていただきたいと思います。そして，次回の総点検委員会までの間に

研究会を，ちょっと過密な日程で恐縮ですけれども，安保先生，中坊先生にはよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 このあたり，進め方等につきまして，ご質問，ご意見，ございましたら。よろ

しゅうございますでしょうか。当面，こういう進め方で恐縮ですが，よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 予定の時間，若干オーバーをしてしまいましたけれども，長い時間にわたりま

してご審議をいただきありがとうございました。なかなか難しい課題で，ご意見

も出しにくいかと思いますけれども，今後ともよろしくご審議のほど，お願いを

申し上げたいというふうに思います。本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして，本日の総点検委員会，終了とさせていただきます。どうも

ご苦労さまでした。 

── 了 ── 

 


